
別添

規 則 等 の 名 称 特定事業の許可申請に対する処分に係る審査基準

根 拠 法 令 徳島県生活環境保全条例（平成１７年徳島県条例第２４号）

徳島県暴力団排除条例（平成２２年徳島県条例第４０号）

趣 旨 徳島県暴力団排除条例が制定され，県の事務及び事業における措置

として 「県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を，

利することとならないよう，暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な

措置を講ずるもの」としている（条例第６条 。）

今回の改正は，条例の規定に基づき，所要の規則等の整備を行うも

のである。

概 要 ○ 「許可における欠格事項に，暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団，同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者を追加し，特定事業許可から暴力団

員又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除する規定を追加する。

施 行 日 平成２３年４月１日

県民意見等を募集 条例の規定に基づき条例の規定の適用又は準用について必要な技術

しなかった理由 的な読替えを定める規則等である（本県がパブリックコメント手続を

経て制定した，徳島県暴力団排除条例第６条の規定に基づき，本県の

事務及び事業から暴力団を排除するため，所要の規則等の整備を行う

ものである 。。）

その他参考事項


